
平
成
二
十
六
年
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
二
号

有
害
水
バ
ラ
ス
ト
に
含
ま
れ
る
細
菌
及
び
細
菌
の
数
の
基
準
を
定
め
る
省
令

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
一
条
の
四
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
有
害
水
バ
ラ
ス
ト
に
含
ま
れ
る
細
菌
及
び
細
菌
の
数
の
基
準
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
一
条
の
四
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
細
菌
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
同
号
の
国

土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
細
菌
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

細
菌

基
準

一
　
エ
シ
ェ
リ
ヒ
ア
属
コ
リ
ー
（
別
名
大
腸
菌
）

水
バ
ラ
ス
ト
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
集
落
数
が
二
百
五
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
ビ
ブ
リ
オ
属
コ
レ
ラ
（
別
名
コ
レ
ラ
菌
）
（
血
清
型
が
Ｏ
一
又
は
Ｏ
一
三
九
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）

水
バ
ラ
ス
ト
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
集
落
数
又
は
動
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
一
グ
ラ
ム
当
た
り
の
集
落
数
が
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
エ
ン
テ
ロ
コ
ッ
カ
ス
（
別
名
腸
球
菌
）

水
バ
ラ
ス
ト
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
集
落
数
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


